
 ○筑波大学附属図書館諸料金に関する細則 

 

平成１６年４月１日 

法 人 細 則 第 ４ 号  

改正 平成１６年法人細則第 ７号 

 平成１８年法人細則第 ２号 

平成１９年法人細則第 ６号 

平成２７年法人細則第 ３号 

平成３０年法人細則第 １号 

令和 ７年法人細則第２０号 

 

   筑波大学附属図書館諸料金に関する細則 

 

（趣旨） 

第１条 この法人細則は、筑波大学附属図書館規則（平成１６年法人規則第２２号）第７条の規定に基づ

き、附属図書館において徴収する料金の額を定めるものとする。 

 

 （文献複写等に係る料金） 

第２条 文献複写に係る料金の額は、次の表のとおりとする。 

事項 
料金単価 

（消費税込） 

電子複写方式による複写料金 

白黒 

セルフサービスによる複写 １枚 １０円 

職員による複写 

学外者 １枚 ６０円 

学内者（筑波大学

附属図書館利用規

程（平成１６年法

人規程第３７号。

第３条において

「規程」という。）

第３条第１号から

第３号までに規定

する者をいう。以

下同じ。） 

１枚 ２０円 

カラー 

セルフサービスによる複写 １枚 ７０円 

職員による複写 
学外者 １枚 １２０円 

学内者 １枚 ９０円 

ｅ－ＤＤＳサービスによる複写

料金 
職員による複写 学内者 １枚 ２０円 



遠隔複写ＰＤＦ送信サービスに

よる複写料金 
職員による複写 学内者 １枚 ５０円 

マイクロリーダプリンターによ

る複写料金 

セルフサービスによる複写 １枚 ２０円 

職員による複写 
学外者 １枚 ７０円 

学内者 １枚 ２０円 

２ 文献複写に係る送料については、実費を徴収するものとする。 

３ 遠隔複写ＰＤＦ送信サービスに係る補償金については、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３１

条第５項に規定する相当な額を実費として徴収するものとする。 

４ セルフサービスによる文献複写のためのコピーカード料金については、実費を徴収するものとする。 

５ 現物貸借に係る料金は無料とし、資料貸出に係る送料の実費を徴収するものとする。 

 

 

（学外者利用証発行に係る料金） 

第３条 学外者利用証を発行できる学外者は、規程第３条第４号及び第５号に規定する者並びに第９号に

規定する者のうち特に附属図書館長が認めた者とする。 

２ 学外者利用証の発行に係る料金の額は、規程第３条第４号及び第５号に規定する者については無料と

し、同条第９号に規定する者のうち特に附属図書館長が認めた者については、次の表のとおりとする。 

事 項 
料金単価 

（消費税込） 

新規発行時 １件 １，１００円 

更新発行時 

（紛失又は破損時の再発行を含む。） 
１件 ５００円 

３ 学外者利用証の有効期間は発行日から１年間とし、申請があった場合には更新することができる。 

    

附 則 

 この法人細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

    

附 則（平１６．４．２２法人細則７号） 

 この法人細則は、平成１６年４月２２日から施行する。 

 

附 則（平１８．３．９法人細則２号） 

 この法人細則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平１９．３．１６法人細則６号） 

 この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２７．３．３法人細則３号） 

 この法人細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 



   附 則（平３０．１．２５法人細則１号） 

 この法人細則は、平成３０年６月１日から施行する。 

 

   附 則（令７．１２．１８法人細則２０号） 

 この法人細則は、令和７年１２月１８日から施行する。 

 


